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土
砂
災
害
を
防
止
す
る
た
め
に
、

さ
ま
ざ
ま
な
ハ
ー
ド
対
策
（
砂
防
え

ん
堤
、
擁
壁
な
ど
）
が
行
わ
れ
て
い

ま
す
が
、
土
砂
災
害
に
よ
る
被
害
を

最
小
限
に
抑
え
る
た
め
に
は
、
一
人

ひ
と
り
が
気
象
情
報
等
に
注
意
し
て

早
め
に
避
難
す
る
こ
と
が
大
切
で

す
。
　
【
雨
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
】

　
土
砂
災
害
の
ほ
と
ん
ど
は
、
長
雨

や
集
中
豪
雨
が
き
っ
か
け
で
起
こ
り

ま
す
。
一
般
的
に
土
砂
災
害
が
発
生

す
る
雨
量
に
つ
い
て
は
、
１
時
間
に

　
ミ
リ
以
上
、
ま
た
は
降
り
始
め
か

２０ら
１
０
０
ミ
リ
以
上
に
な
る
と
要
注

意
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
の
で
十
分
に

警
戒
し
て
く
だ
さ
い
。

【
避
難
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
ん
な
こ

と
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
】

○
早
め
に
避
難
し
ま
し
ょ
う
。

○
絶
対
に
渓
流
に
は
、
近
づ
か
な
い

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

○
渓
流
と
直
角
の
方
向
に
避
難
し
ま

　
し
ょ
う
。

○
危
険
な
所
（
が
け
崩
れ
箇
所
、
が

け
の
下
、
川
の
近
く
、
洪
水
に
よ

り
浸
水
し
て
い
る
箇
所
等
）
に
は
、

近
づ
か
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

【
こ
ん
な
前
ぶ
れ
に
注
意
し
ま
し
ょ

う
】

○
土
石
流

毅
「
山
鳴
り
」
と
い
っ
て
、
山
が
う

　
な
る
よ
う
な
音
が
す
る
。

毅
雨
が
降
り
続
い
て
い
る
の
に
、
川

　
の
水
か
さ
が
減
り
は
じ
め
る
。

毅
川
が
濁
っ
た
り
、
流
木
が
混
ざ
り

　
は
じ
め
る
。

土
砂
災
害
　

   い
ざ
と
い
う
と
き
の
心
が
ま
え

○
が
け
崩
れ

毅
が
け
か
ら
の
湧
き
水
が
濁
る
。

毅
が
け
に
亀
裂
が
入
る
。

毅
が
け
か
ら
小
石
が
パ
ラ
パ
ラ
と
落

　
ち
て
く
る
。

○
地
す
べ
り

毅
地
面
に
ひ
び
割
れ
が
で
き
る
。

毅
沢
や
井
戸
の
水
が
濁
る
。

毅
地
面
の
一
部
が
落
ち
込
ん
だ
り
、

　
盛
り
上
が
る
。

と
の
区
域
に
お
け
る
土
砂
災
害
の
危

険
度
（
土
砂
災
害
警
戒
判
定
メ
ッ
シ

ュ
情
報
）
や
雨
量
観
測
局
の
観
測
デ

ー
タ
が
確
認
で
き
ま
す
。
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恐
早
期
の
避
難
行
動
が
重
要
で
す
。

　
周
囲
の
状
況
や
雨
の
降
り
方
に
注

意
し
、
市
か
ら
の
避
難
に
関
す
る
情

報
が
な
く
て
も
、
危
険
を
感
じ
た
ら

自
主
避
難
を
お
願
い
し
ま
す
。
屋
外

に
移
動
す
る
こ
と
が
、
か
え
っ
て
危

険
を
及
ぼ
す
状
況
と
な
っ
て
い
る
場

合
は
、
建
物
の
２
階
以
上
で
、
が
け

や
沢
筋
か
ら
離
れ
た
部
屋
に
避
難
す

る
こ
と
も
有
効
で
す
。

恐
避
難
場
所
、
避
難
所
の
適
切
な
活

　
用

（
１
）
避
難
場
所
、
避
難
所
の
種
類

○
指
定
緊
急
避
難
場
所
（
２
２
６
施

　
設
）

毅
災
害
が
発
生
、
ま
た
は
発
生
す
る

　
恐
れ
が
あ
る
場
合
、
そ
の
危
険
か

　
ら
命
を
守
る
た
め
に
緊
急
避
難
す

　
る
施
設
・
場
所
で
す
。

毅
災
害
の
種
類
ご
と
に
政
令
で
定
め

る
基
準
（
①
安
全
区
域
に
立
地
し

て
い
る
こ
と
、
②
安
全
区
域
外
に

立
地
す
る
場
合
は
強
固
な
構
造
で

あ
る
こ
と
、
③
地
震
の
と
き
に
使

用
す
る
施
設
と
す
る
場
合
は
、
昭

和
　
年
に
示
さ
れ
た
新
耐
震
基
準

５６
に
適
合
し
て
い
る
）
を
満
た
し
て

い
る
も
の
で
す
。

○
指
定
避
難
所
（
１
４
０
施
設
。
指

　
定
緊
急
避
難
場
所
と
重
複
）

毅
災
害
に
よ
り
自
宅
が
被
災
す
る
な

　
ど
、住
む
こ
と
が
で
き
な
い
人
が
、

　
一
定
期
間
避
難
生
活
を
す
る
た
め

　
の
施
設
で
す
。

毅
政
令
で
定
め
る
基
準
（
①
一
定
の

　
規
模
を
有
す
る
こ
と
、
②
ト
イ
レ

　
や
水
道
な
ど
被
災
者
を
滞
在
さ
せ

　
る
こ
と
が
可
能
な
構
造
で
あ
る
こ

　
と
、
③
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ

　
が
あ
る
区
域
を
避
け
る
こ
と
、
④

　
車
両
等
に
よ
る
物
資
の
供
給
が
比

　
較
的
容
易
に
行
う
こ
と
が
で
き
る

　
場
所
に
あ
る
こ
と
）
を
満
た
し
て

　
い
る
も
の
で
す
。

　
こ
れ
か
ら
の
時
期
は
、
梅
雨
前
線
の
影
響
や
台
風
の
接
近
に
伴

い
、
土
砂
災
害
の
発
生
す
る
危
険
が
高
ま
る
シ
ー
ズ
ン
と
な
り
ま

す
。
土
砂
災
害
に
つ
い
て
普
段
か
ら
家
族
や
近
所
の
人
と
話
し
合

い
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に
備
え
ま
し
ょ
う
。

恐
土
砂
災
害
警
戒
情
報
と
は

　
大
雨
警
報
（
土
砂
災
害
）
の
発
表

中
に
お
い
て
、
対
象
と
な
る
市
町
村

を
特
定
し
て
都
道
府
県
と
気
象
庁
が

共
同
で
発
表
す
る
防
災
情
報
で
す
。

【
発
表
の
タ
イ
ミ
ン
グ
】

　
土
砂
災
害
発
生
の
危
険
度
が
非
常

に
高
ま
っ
た
と
き

【
目
的
】

毅
市
町
村
長
が
避
難
勧
告
を
発
令
す

る
な
ど
、
災
害
応
急
対
策
を
適
時

適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

毅
住
民
が
、
自
主
避
難
の
判
断
の
参

　
考
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
市
に
対
し
て
土
砂
災
害
警
戒
情
報

が
発
表
さ
れ
る
と
、
市
は
、
対
象
地

区
に
対
し
て
避
難
勧
告
を
発
令
し
、

防
災
行
政
無
線
等
を
通
じ
て
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

　「
ぎ
ふ
土
砂
災
害
警
戒
情
報
ポ
ー

タ
ル
サ
イ
ト
」
で
は
、
５
㎞
四
方
ご

　
市
で
は
、
土
砂
災
害
防
止
法
に
基

づ
き
、
岐
阜
県
が
指
定
し
た
土
砂
災

害
警
戒
区
域
等
を
表
示
し
た
ハ
ザ
ー

ド
マ
ッ
プ
を
全
戸
に
配
布
し
て
い
ま

す
。
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
に
は
、
避
難

場
所
や
避
難
所
、
避
難
経
路
、
過
去

の
災
害
事
例
、
危
険
箇
所
な
ど
も
盛

り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

恐
日
頃
か
ら
の
確
認

　
災
害
が
発
生
し
た
と
き
に
、
自
分

が
向
か
う
べ
き
避
難
場
所
や
避
難
所

は
ど
こ
か
、
避
難
経
路
は
ど
う
す
る

か
、
危
険
箇
所
は
ど
こ
か
な
ど
を
、

家
族
や
地
域
の
中
で
、
日
頃
か
ら
確

認
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

土
砂
災
害
警
戒
情
報
が

　
発
表
さ
れ
た
ら
早
期
の

　
　
　
避
難
を
お
願
い
し
ま
す

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
に
よ
る
避
難
行

動
の
確
認
を
お
願
い
し
ま
す

土

砂

災

害

に

備

え

て

土

砂

災

害

に

備

え

て

土

砂

災

害

に

備

え

て

〜
迫
る
危
険
を
知
り
、

        　
命
を
守
る
行
動
を

           　 
と
っ
て
く
だ
さ
い
〜
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○
 一
時
 避
難
所
（
１
５
０
施
設
）

い
っ
と
き

毅
住
民
が
一
時
的
に
集
合
、
待
機
す

　
る
場
所
と
し
て
、
市
独
自
で
指
定

　
す
る
施
設
で
す
。

毅
移
動
の
安
全
が
確
保
さ
れ
る
状
況

　
と
な
っ
た
と
き
は
、
指
定
緊
急
避

　
難
場
所
や
指
定
避
難
所
に
避
難
す

　
る
こ
と
を
前
提
と
し
ま
す
。

毅
一
時
避
難
所
は
、
土
砂
災
害
警
戒

区
域
（
イ
エ
ロ
ー
ゾ
ー
ン
）
内
や
、

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
（
レ
ッ

ド
ゾ
ー
ン
）
内
に
存
在
す
る
も
の

が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
施
設

は
、
大
雨
が
降
り
続
く
な
ど
、
土

砂
災
害
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き

は
、
使
用
し
な
い
こ
と
が
肝
心
で

す
。

毅
一
方
で
、
地
震
や
火
災
等
の
災
害

時
に
は
、
最
寄
り
の
一
時
避
難
所

へ
の
避
難
が
有
効
で
す
（
地
震
の

場
合
は
耐
震
性
が
あ
る
こ
と
）
。

（
２
）
避
難
行
動

　
避
難
行
動
に
つ
い
て
は
、
安
全
な

場
所
に
迅
速
に
移
動
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
ま
す
が
、
状
況
に
よ
っ
て
は

家
の
中
に
と
ど
ま
り
、
土
砂
災
害
の

恐
れ
の
あ
る
場
合
は
山
側
か
ら
離
れ

た
部
屋
へ
、
ま
た
、
浸
水
の
恐
れ
が

あ
る
場
合
は
２
階
以
上
の
部
屋
へ
避

難
（
垂
直
避
難
）
し
た
方
が
安
全
な

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
突
然
に
判
断
を
迫
ら
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
の
で
、
い
ざ
と
い
う
と
き

に
、
ど
の
よ
う
な
行
動
を
と
る
べ
き

か
を
、
平
常
時
か
ら
想
定
し
て
お
く

こ
と
が
重
要
で
す
。

恐
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
活
用
し
た
避

　
難
訓
練
等
の
実
施

　
各
自
治
会
や
地
区
会
で
実
施
さ
れ

る
避
難
訓
練
等
に
お
い
て
、
ハ
ザ
ー

ド
マ
ッ
プ
を
活
用
し
、
避
難
場
所
や

避
難
所
、
避
難
経
路
、
危
険
箇
所
な

ど
を
実
際
に
確
認
し
な
が
ら
行
動
す

る
訓
練
を
行
う
こ
と
が
大
切
で
す
。

恐
災
害
時
避
難
行
動
要
支
援
者
の
把

　
握
　
市
で
は
毎
年
、
自
治
会
長
、
地
区

長
、
民
生
委
員
、
消
防
団
等
の
み
な

さ
ん
に
「
災
害
時
避
難
行
動
要
支
援

者
名
簿
」
を
配
布
し
て
い
ま
す
。
日

頃
か
ら
、
避
難
に
際
し
て
支
援
が
必

要
と
な
る
人
を
地
域
で
把
握
し
て
い

た
だ
き
、
災
害
時
に
は
ど
の
よ
う
な

支
援
を
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
避
難

訓
練
の
時
な
ど
に
確
認
し
て
い
た
だ

く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
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問☎

建築物

（居室有）

土砂災害特別警戒区域内の居住用住宅建替等工事への助成制度のお知らせ

②①

建築物建築物

（居室有）（居室有）

建築物

（居室有）

レッドゾーン区域レッドゾーン区域

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７号）により、土砂災害

特別警戒区域（レッドゾーン）において住宅の建築を行う際には、一般的な住宅よりも壁や基礎を強化するなど

の構造規制が必要となります。

　このため、市では安心安全な暮らしのための対策として、レッドゾーン区域内の自ら居住する１戸建て住宅

（併用住宅も含む）の新築、増築、改築（以下「建替等」）を支援するため、建替等工事費のうち壁や基礎などの

強化工事費の一部（上限１１０万円）を助成する制度を開始しました。

煙自らが居住するための居室を有する建築物の建替等前の住宅が

レッドゾーン内に位置し、同じレッドゾーン内で建替等を行う場合

煙建築物の建替等前の位置が右記の①または②の場合で、建替等

後も右図の①または②となる場合

　※敷地に対するレッドゾーンの割合は問いません。

煙建替等が建築基準法施行令第８０条の３及び平成１３年国土交通省

告示第３８３号に規定する構造方法を用いたものであること。

煙都市計画区域内外は問いません。

煙自らが居住するための居室を有する建築物が、建替等前はレッドゾーン内に位置していたが、建替等後はレッ

ドゾーン外に位置することとなる場合    

煙自らが居住するための居室を有する建築物が、建替等前はレッドゾーン外に位置していたが、建替等後はレッ

ドゾーン内に位置することとなる場合    

煙建替等前・建替等後、建築物が自らが居住するための居室を有しない場合

煙申請及び助成制度の対象となるかの確認等については、都市住宅課にご相談ください。

　※今年度の助成制度の受付上限は3件程度です。

煙ご自宅がレッドゾーン区域内であるかは、建設部都市住宅課までお問い合わせいただくか、「岐阜県土砂災害防

止ポータルサイト」で確認することができます。

助成対象になる場合

助成制度やレッドゾーンの確認について

助成対象にならない場合

お問い合わせ　建設部都市住宅課　☎ ６７－１８１４　FAX ６５－３８２５

　　　　　　（郡上市八幡町初音１７２７－２　岐阜県郡上総合庁舎２階）　


